
市民主役所構想

あなたがやってみたいことは何ですか？

あなたの得意なものはなんですか？

他人事でない、自分事として

あなたの想いを一緒に叶えましょう！

サバヌシ総会



ものづくりに若
者が興味をもっ
てほしいな

音楽がいつも
楽しめるとい
いなー

乗り物は
遊び場は
駅前は

ま
ち
構
想

み
ん
な
で
考
え
よ
う

人を呼び込
みたいな～

町はきれい
な方がいい

ね



これから考えられる「〇市」の課題は？

•人口減少（少子高齢化）による税収不足

•行政サービスの低下（多様性対応の難しさ 等）

•新幹線問題・・・特急存続 駅周辺の在り方 周辺市町連携は

•街中の活性化と地域の在り方

•交通問題（コミバス含む利便性）

•施設の老朽化による改修（廃止）および活用方法

• 「〇市」として何を＜ウリ＞にするか（ものづくり・観光・住みよさ）

等々

「市民側で、何かできることはないかな？」



これから考えられる「〇市」の課題は？

•地域コミュニティの低下 ご近所付き合いの難しさ

•安心、安全な地域づくり（災害対応等）重要性

•地域の子ども達が見えない。 遊び場がない。 体力の低下が危惧

•学校部活動の地域移行（学校・地域・家庭の在り方 働き方改革等）

•自治会の低下（成り手不足・高齢化）

•行政関係団体・市民活動団体等の活動低下（マンネリ化・形骸化等）

•世代間交流機会の減少 等々

「自分事で考え、何かできることはありませんか？」



市民主役所構想とは？

•将来に向けて持続可能な市民主役の「場」（施設改修に伴う）をつくる。

第２部ワークショップにて、皆さんのご意見を出してください。

（機能・設備を含むソフト面・ハード面）

目 的：市民力（市民主役）を高めるための拠点づくり

考え方：市民、市民団体等が目的や目標を共有し、何をすべきか

何をなすべきか、何ができるかを考え実現していく「場」

・・・・・行政と協議を進めます。



市民主役所構想とは？

•施設（今後の改装、廃止含む）活用の方法（見直し）

•市民・市民団体等のやる気を促す体制づくり（強化）

•提案型市民主役事業を行う。（市民主役提案型事業）

•行政との協働事業連携を行う。

•市民活力の応援および、起業者への支援を行う。

•情報の収集や情報の提供および、必要な手続き等を行う。

•若者が集い活躍できる体制を整える。

•自主事業を考え、自主経営体制を整える。

•市民主役所事業を生み出し、行政と目的を共有する。連携協働



市民主役所構想イメージ

•行政が担う事業（政策）

•委託、新規事業

•市民主役所が担う事業

コーディネーター （各課往来）

情報の発信・提供・連携・共有 等

事業委託・協働・提案

自主事業

施設管理 他 ※成果が求められる。

「集う場」「力つける場」「つなぐ場」「まとめる場」「稼ぐ場」

＜市民主役所部署＞（例）
市民活躍課
健康福祉課
環境課
農林産業課
防災課
ブランド課
青少年育成課
IT推進課
市民協働課
地域自治課
スポーツ文化推進課

他

委託・協働
提案



市民主役所構想

「できるの？」

「できるんです」

と言うより、「やるのです、今から」

未来に残す、持続可能なまちづくりを

みんなの知恵と発想で創りましょう！

※イメージはつかめたでしょうか。
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◇七夕協定

市民主役条例推進キャッチコピー「市民でつくる世界のSABAE」

http://sabae-npo.org/shiminsyuyaku/wp/wp-content/uploads/2021/03/tanabata_agr.pdf


まちづくり応援団
養成講座

提案型市民主役事業化制度
花壇コンクール事例

●さばえブランド部会
ブランド大使
事前ミーティング

●若者部会

●サバヌシ総会
未来会議



平成１５年１０月 鯖江市市民活動によるまちづくり推進条例
条文一部抜粋
地域の力量を強化していくためには、今後さらに市民が主体となり、従来の行政だけでは対応しきれな
い分野を「新しい公共サービス」として創造し、新たな協働事業を展開していくことが必要です。
目的
第1条 この条例は、市民活動を推進し、市民、市民活動団体、事業者および市の連携と協働による地域
に求められている新しい公共サービスを創造するための基本理念および基本的事項を定め、多様な価値
観を認め合う豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とする。

平成２２年４月 鯖江市民主役条例

第１条 この条例は、市民が市政に主体的な参加を果たし、未来に夢と希望の持てる鯖江 の実現に向け、市民と市が
共に汗を流すという意志と、それを実現するために市の施策 の基本となる事項を定めることにより、自分たちのまちは自分
たちがつくるという市民 主役のまちづくりを進めることを目的とします。

第２条 （基本理念） 第３条 （ふるさと学習） 第４条 （鯖江ブランド創造）
第５条 （ふるさと産業） 第６条 （地産地消） 第７条 （地域づくり）
第８条 （ボランティア、市民活動） 第９条 （情報の集約、発信）
第10条 （市民と行政の情報共有） 第11条 （市民参画）
第12条 （条例の自己点検、見直し） ＜市民主役条例推進委員会＞具現化



市民主役条例推進委員会（具現化する委員会）としての反省点と今後の進め方
１）会の形骸化・・・各部会の新らしい発想や仕掛けが少ない。 委員が少ない。

自分事としてどのように捉え、それをどのように伝え、共有できるか。 ※目的の共有
常に新しい人材確保と仕掛け、その結果や成果を出していくことが必要 ※若者の活用
それぞれの人（市民）が活躍できる場（得意な分野）が必要 ※場づくり

２）事業の精査（見直し）
例：提案型市民主役事業・・・イベント事業/講座事業～市民ができる事業を精査

受託側のメリットが少ない。事業評価の見直し ※市民主役提案型事業
：指定管理者制度・・・効率化と実績重視 ※市民サービス

協働の理念を共有
：まちづくり応援団の活用・・・地域自治会との連携 ※地域づくり

３）市民団体等との連携・・・情報の共有

４）条例の見直し

５）その他
※次世代に何をつないでいくかを、行政共々考えましょう！


